
（別紙１）

Ⅰ  加算の算定事業所を決定するまでの流れ

※介護予防訪問リハビリテーションにおいては選択的サービスを介護予防訪問リハビリテーション費と読み替えること。

Ⅱ 加算の算定事業所を決定した後の流れ

事業所評価加算の対象事業所の決定に関する事務フロー（概要）

②　選択的サービスの提供（※）

利用者

　①　認定区分変更者

　②　適合（不適合）事業所一覧表の作成

⑥　サービス提供終了の確認

①　加算の届出（申出）

⑦　サービス提供終了の確認ができた者の情報提供

④　加算の届出情報の提供

④　認定情報の提供 ⑤　認定区分の維持者に関する確認依頼

③　毎月の請求（レセプト情報）

③　一覧表の提供

④　加算算定可否の通知

⑥　加算が算定される事業所の周知

介護予防訪問リハビリテー

ション事業所／介護予防通

所リハビリテーション事業所

指定都市・中核市

指定権者

市町村

保険者

国保連合会

地域包括支援

④　加算算定可否の通知（都道府県指定分）

市町村

地域包括支援

センター

介護予防訪問リハビリテー

ション事業所／介護予防通

所リハビリテーション事業所

保険者 指定権者

⑤　加算が算定される事業所の周知

利用者

④　加算算定可否の通知（指定都市・中核市指定分）

国保連合会

都道府県

指定都市

中核市

④　加算算定

事業所の公表

都道府県


